
望

可

一般社団法人 品質と安全文化フォーラム 定款

第1章  総  則

(名  動う

第1条  このこヽ ま、一慇 i涸法人品質と安全文化フオーラムと称するc(以下、当法人という。)

(事 務 所)

第2条  ■法人は、主たる事務所を「東京都足立区根 田七丁目23番11-505号」に置く。

2当法人|ま、従たる事務所を「東京都中央区銀磨一丁日3番3号 Glビル7階 797号」に置く。

3当法ノ、|ま 、理事会の議決を得て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(日   的)

事3条  当法人は、生活者の衣食住などの生活に関わる全ての商・
Lin及びこれらに関わるサービス並びにそのシ

ステムなどに潜むリスクの除去及び低減を通して、生活者の安全を実現することを目的とする。

2当法人|ま 、これらの商品及びこれらに関わるサービス並びにそのシステムなどに潜む残存リスクを生活者に開

示し、残存リスクに対して生活者が踊るべき保護方策をリスクコミュニケーションや苦情対応などを通して知らせ、

生活者|こ対して保護方策を教育及び学習支援することを日的とする。

(事 業:

第 4条  当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うc

― 指導及びコンサルティング事業

セミ十一及び研修などの教育事業並びに学習支援事業

教認 材、学習支援教材及び物品の販売事業

調査研究及び翻訳などの事業並びに出版事業

学会及び研究会などの事業

指導者育成事業及び資格検定又は適櫓蜘 などの事業

その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第2章  社  員

(法人の構畑

第5条  当法人において議決権を有する会員は、法人:正会員、個人正会員(以下「正会員」という。)の 2種とし、

もつて一般社団法人及び一般財団法人に酎 る法律 (以下「 催 人法」とは 。)上の社員とする。

一́ 法人正会員: 当法人の目的に賛同し、理事が推薦し、理事会で承認した企業、団体などの工X
二 個人上会員 : 当法人の目白りこ賛同し、理事が推薦し、理事会で承認した個人

(会員資格の取筍

第6条  当法人の目的に賛同して、当法人に会員として入会しようとする者は、別に定める入会中込書により、代

表理事:こ 申し込まなければならない。

2入会申請者が当法人の目的な献 しているか否かを基準に、理事会においてその可否を決れ 、事務局長

が申込者に通知するものとするc

3法人又は団体の会員にあっては、当法人に対して懸 ll義務を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」とい

う。)を代表者として定め、代表理事に届け出なければならない。

4指定代表者を変更した場合は、速やかに男咄こ定める変更届を代表理事に提出しなければならない。

(社員の資格喪知
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第7条  当法人の会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

一̂ 退会したとき。

二 死製 )しく|ま失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散したとき。

三 除名されたとき。

(退 斜

如 条 当法人の会員は、男咄こ定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる.

(除 名)

第9条  会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の特別決議|はつて当該会員を除名することがで

きる。この場合、当該会員に対しあらかじめ通知するとともに、決議前に弁明の機会を与えなければならないc

一 当法人の目的に適った行動を行つていないとみなされたとき。

二 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき。

三 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。

四 その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(拠出金の不醐

第10条  当法人の会員の退会及圏銘 にあたつては、既納のセミナー参加費、その他の拠出金は返還しない

ものとする。

第3章 社 員 総 会

(種  局ゆ

第11条  当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構 脚

第12条 社員総会は、法人正会員及び個人正会員をもつて構成する。

(1,I:    静

第13条  社員総会は、当法人の運営に関する以下の重要な事項を議決する。

一 定款の変更

二 解散及び合併

三 事業計画及び収支予算

四 事業報告及び収支決算

:五 役員(理事及び監動 の選任及び解任

六 長期借入金及びその他新たな義務の負担及び権利の放棄

七 解散における残余財産の扱い

(開  イ勘

第14条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3カ 現 以内に開催する。

2臨時社員総会は、次の各号の一に該当ち 場合に開催する。

一 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

二 正会員の5分の1以上から社員総会の目的を記載した書面により招集の請求があつたとき。

三 第23条第

“

離解号の規定により監事から招集があつたとき。

(招 集)

第15条  社員総会は、前条第2項第3号の場合を1無 てヽ、代表理事が招集するc

2代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日 以内に臨時社員

総会を招集しなければならなし、

3社員総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもつて少なくとも7日 前



までに通知しなければならない。

(議  局

第16条 社員総会の議長は、その総会においてFT4席正会員のなかから選任するc

(定 足 獅

第17条  社員総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなけ″uぎ開会することはできない。

(社員総会の議決)

第18条  社員総会における議事は、第15条第3項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。

2社員総会の議事は、この定帯d研戦こ定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもつて決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。

(表決権、書面表決及び魏

第19条 正会員の表決権は平等なものとする。

2やむを得ない理由のために社員総会に出席できない:正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面を

もつて表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用について、その正会員は出席した

ものとみなす。

(議 事 鐵

第20条  社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

一 開催の日時、場所

二 正会員の現在数及び理事の現在数

三 社員総会に出席した正会員の数 (書面表決者及び表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)

及び出席した理事の螺

四 i議長の選任に関する輌

五 審議事項及び議決事項

六 議事の経過の概要及びその結果

七 議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及び出席正会員のなかから、その会議において選腱 れた議事録署名人2名 が記名押印

又は署名しなければならない。

第4章 役   員

(役員の設置)

第21条  当法人に、次の役員を置く。

一 理事 5名以上10名以内

二 監事 2名以内

2理事のうち1名を代表理事とする。

(選 任 等)

第22条  理事、監事は、社員総会において選任する。

2理事は正会員(法人、団体にあつては指定代表者)の中から選雛するものとする。

3代表理事は、理事会の決議によつて理事の中から決める。

4理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

5理事、監事に異動があつたときは、3週間以内に登記しなければならない。

(職 拗

第23条  代表理事は、当法人を代表し、その業務を総理する。
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2当法人の財務、総務、事業に関する責任教 うのは代表理事のみとする。

3事務局長理事は、代表理事を補佐し、その業務を実施する。

4代表理事にI事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指洛し旭略 によつて、その

艤 をやき子する。

5理事は理事会を構成し、定款及び社員総会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。

6監事は、次に掲げる1開努″訴つ G

一 財産及て丼会訓^を監査すること。

二 理事の業務執行状況を監査することc

二 璃12号の規定による監杏の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実があることを発見した場合は、これを社員総会に報告すること。

四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集することc

五 第二号の報告をするために必要がある場合には、理事会を招集すること。

(役員の任期等)

第24条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する自時社員総会の終結

の時までとする。

2監事の任期は、選任後4竿以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する自時社員総会の終結の時ま

でとする。

34受員の再任を妨げないものとする。

4補欠ldに明雖腱れた理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期FH5とする。

5理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに

離 れた者が就任するまでは、なお理事または監事としての懸 ll義務を有する。

(欠員補充)

第25条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければな

らない。

(解 0
第26条 役員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の議決により、これを解任することができる。

一 ′鼠 Q胡障のため、職務の遂わ1磁 ないと認められるとき。

二 職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならな

い G

(鵬 )

第27条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

2前項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、代表理事が男嗅こ定める。

第5章 理 事 会

(構 戯

第28条  当法人に理事会を置く。

2理事会は、全ての理事をもつて構成する。

(機 育D
第29条  :理事会は、この定款に号咄こ定める事項のほか、次の事項を議決する。

一 社員総会に付議すべき事項

三 社員総会の議決した事項の執行に関する事項



三 その他社員総会の議決を要しない業務の靱 青に関する事項

(種類及び開催)

第30条  理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

2定例理事会は、原則として毎肇 回開催する。

3臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

一 代表理事が必要として認めたとき。

二 理事現在数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があつたとき3

三 第郎条第 項第5号の規定|こにり、監事から招集があったとき。

4定例理事会及び臨時理事会は、書面 (電子メールを含む)による持ち回り会議にても開催できるものとする3

(招  2_l

第31条  理事会は、代表理事が招集する。

2代表理事は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があつたときは、その日から14日 以内に臨時理事

会を招集しなければならないの

3理事会を招集するときは、会議 )日 時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもつて、少なくとも開催日

の5日 前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法に

より通知することができる。

(議  長)

第 32条  理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(定 足 例

第 33条  理事会は、評決1動日わることのできる理事の総数の2分の 1以上の出席がなければ、開会することは

できない。

(理事会の嫡

第34条  :理事会における議決事項は、第31条第3項の規定|はつてあらかじめ通知した事項とする。

2理事会の議事は、議事について利害関係を有する理勤 除く、評決に加わることのできる理事の過半数をもつ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第35条  各理事の議決権は、平等なものとする。

2やむ鍛 ょい理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面 (電子メー

ルを含む)をもつて表決することができる。

3高 1頭の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(議 事 鋪

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した壽妻録を作成しなければならないっ

一 口時及び場所

二 理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を付記すること。)

二 審議事項

四 議事の経過の概要及び議決の結果

五 議事鏃 人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において測 整 れた議事録署名人2名 が記名押印又は認 しなければなら

ない。

(事務局の細

第6章  事務局及び専門委員会



第37条  当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長は理事のなかから選任するものとする。

1事務局長理事及び職員の任免は、代表理事が行う。

う事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が男咄こ定めるc

l備付け帳簿及び調

第38条  ‐事務所には、常に次に掲出 帳簿及び書類を備えておかなければならないc

一 定款

二 会員名簿及び会員の異動に関する書類

三 理事、監事及び職員に関する名簿及び履歴書

ゼJ許可、認可等及び登記に関する書類

五 定款に定め雛 関の議決に関する書類

六 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

七 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

ブヽ その他必要な帳簿及び書類

(専門委員会)

第39条  当法人は、第4条の事業を達成するために、1理事会の議決雄 て専門委員会を設けることができる。

2専 F電委員会に関する事項は、理事会の議決確 て局唱こ定める。

第7章  資産及び会計

(財産の勧

第40条  当法人の財産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。

一 寄付金品

二 資産から生じる収入

三 事業に伴う収入

四 その他の収入

(財産の制

第41条  当法人の財産は代表理事が管理し、その方法は社員総会の議決を経て、代表理事が男噛こ定める。

(費用の弁済)

第42条  当法人の経費は、財産をt)つて支弁するc

(事業年度)

第43条  当法人の事業年度は、ま へ月1口 に始まり、翌年3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条  当法人の事業計画及びこれにイわ 予算に関する書類は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、社員

総会の議決墨 けゝればならない。

(暫定予算)

第45条  前条の規定に力功 わヽらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、代表

理事は、理事会の議決を経て、予算成立の目まで前事業年度の予算に準じ1ル入汲 び文出することができるc

2前項の収入及び支け‖ま、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(予算の追加及び更正)

第46条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を

することができるЭ



事業報告及び決算)

幕47条  当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表理事は事業報告書、収支計算獣 ■1職産

増減計算書、貸借対照表及び財産日録などを作成し、監事の監査を受け、社員総会の議決を経なければなら

ない。

1決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越ち のとする。

長期借ヌ、金)

事毬条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収懇 _)つて償還する短期借入金を除き、

社員総会の議決を鮨なければならない。

1当法人は正会員ほかに対しフォーラム債 (長期借入)を発行できるものとし、その詳細は理事会の議決によるも

のとする。

雛 章 定款の変更及び解散

定款の変更)

嘉19条  この定款は、社員総会において、1二会員の半数以上であつて、正会員の議決権の総数の3分の2以上

の議決を得なければ、変更することができない。

解 散)

壽50条  当キ換人は、一般法人法第148条第1号、第 号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社

員総会において、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の議決を経て、解散することが

できる。

残余財産の処分)

読51条  当法人が清算するJ嚇合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

合 併)

等52条 この法人が合併しようとするときは、社員総会において、正会員の半数以上であって、正会員の議決権

の3分の2以上の議決を得なければならない。

第 章 公告の方法

公告の方法)

蔦53条  当法人の公告は、官報に掲載する方法l司t嘴う c

第10章 情報公開及び個人情報の保護

情報公開)

壽54条  当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料などを積極的

|こ公開するものとする。

1情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

個人情報の保護)

篤55条  当法人は、業務上知り得た個 /N情報の保護に万全を期するものとする。

1個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議によリワ1に定める。

第11章 附 員J

０

条

倭

称 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議によリワれこ定める。
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(最初の難

第y条  当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の目から平藤 OT3月 31日までとする。

(当法人の設立朝

第58条  当法人の設立時役員は、次のとおりであ .

設立時理事

設立時理事

設立時理事

設立時理事

設立時理事

設立時理事

設立時代表理事

設立時監事

佐々木 光邦

中内島  断

南波  裕樹

向殿  政男

相馬  成光

内堀  伸健

中嶋  洋介

1躊  陽三

(設時 の氏名、働

第59条 設立時社員の氏洛又は名称及び住所は、次のとおりである。

一   千葉県流山市前ヶ飾
"番

地の1コスモ1回蜘 号
二   東京都足立区梅田七丁目23番11-505号

三   東京都国分寺市内藤二丁目鍵辞郎7

困   東京都世圏谷区深沢五丁目18…20

五   千葉県白井市堀込三丁目7-11

六   埼玉県所沢市北秋津890-1マルナカビレッジ2506
七   J:1崎市高津区久本三丁目6番1-712号

(師 範

第∞条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令を蒟め。

佐々本 光邦

中鳴  洋介

南波  裕樹

向殿  政男

相馬  成光

内堀  伸健

伊藤  陽三

以上、‐般社団法人品質と安全文化フォーラムの設立のため、この定歌を作成し、設立時社員が次t懇 押印

する。

評明性29408月 10日

設立時社員

設立時社員

設立時社員

設立時社員

設立時社員

設立時社員

設立時社員

東京都足立区梅岡七丁目23番11-505号

中山島  紛

千葉県流山市前ヶ鰈 番地の1コスモ1口通婆04号

佐々本 光邦

東京都国分寺市内藤二丁目8番lt57

南波  裕樹

東京都世F4~谷区深沢五丁目18-20

向殿  政男

千葉県白井市堀込三丁日7-11         1
相馬  成光               .
埼玉県所沢市J断岸陰90-1マルナカビレッシを一濤6

内堀  伸健

川崎市高津区久本三丁目6番1-712号

伊藤  陽三
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